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１ 定員適正化計画策定の趣旨 

地方自治体に求められる役割は、人口減少や少子高齢化、情報化の進展などに伴い、

ますます高度化・多様化しています。また、頻発・激甚化する自然災害への備えやウィ

ズコロナ・アフターコロナ時代を展望した施策の推進、デジタル化への対応など様々な

課題に対して迅速かつ的確に対応していくことが必要です。 

  一方、地方分権の進展に伴い、業務量は増加し、職員の健康への影響が懸念されるほ

か、国からは長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態の公正な待遇の

確保等を図る「働き方改革」の取組みも求められています。 

今後はワーク・ライフ・バランスに配慮した定員適正化がより重要となってきます。

定数抑制ありきでなく持続可能性を見据えた職員の効率的な配置等を行い、総合振興計

画等の推進や効果的な行財政運営を図るため、将来の職員数の目標数値を定めた第４次

蓮田市定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に取り組むこととします。 

 

２ これまでの定員適正化計画の推移と現状 

（１）定員適正化計画の推移 

   本市では、平成１７年３月に国から示された「地方公共団体における行政改革の推

進のための新たな指針」に基づき、平成１８年度以降３次にわたる定員適正化計画を

策定し、定員管理に取り組んできました。表１は、定員適正化計画の職員数と実際の

職員数の推移を表したものです。令和２年度の職員数は４７９人となり、平成１７年

度と比較すると５４人の減員となっています。 

①  第１次定員適正化計画 

     平成１８年度から平成２２年４月１日までを計画期間とする第１次定員適正化計 

画による取組みにより、平成２２年度までに平成１７年度比６２人（１１．６％）

の削減を行いました。 
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②  第２次定員適正化計画 

平成２３年度から平成２７年４月１日までを計画期間とする第２次定員適正化計 

画では、当初５年間で２４人の削減を目標に掲げ取り組んでいましたが、福祉部門 

の強化や消防業務の充実を図るため、平成２４年９月に改定し、５人の減員計画に 

対し６人の減員となりました。 

③  第３次定員適正化計画 

平成２８年度から令和２年４月１日までを計画期間とする第３次定員適正化計画 

では、職員数の「削減」を目標にするものではなく、効率的・効果的な人員配置や 

実行力のある組織体制を実現することにより、総合振興計画等の実現を図ることを 

目的とし、１５人の増員計画に対し、１４人の増員となりました。 

 

表１ 定員適正化計画の職員数と実際の職員数の推移 
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（２）部門別職員数の推移 

平成１７年度と令和２年度の部門別の職員数について比較すると、教育部門で４４

人の減員となっています。主な理由は、学校給食調理業務を委託したことによるもので

す。また、民生部門では高齢化の進展に伴う在宅医療や介護保険などの高齢者福祉関係

業務の拡大や生活保護費受給世帯の増加、子ども支援関連業務の増加等により２９人の

増員となりました。消防部門では、東日本大震災を教訓に防災・減災の意識が高まり、

安心・安全なまちづくりの推進や、近年増加している救急要請等の消防業務の充実など、

人員の確保が必要となったため、４人の増員となっています。 

  

表２ 部門別職員数の推移 

                                      単位：人 

部    門 H17年度 H22年度 H27年度 R2年度 

H17と

R2との

比較 

一般行政（民生・衛生除く）   198 177 171 179 ▲ 19 

民 生 81 87 102 110 29 

衛 生 24 16 16 13 ▲ 11 

教 育 80 50 37 36 ▲ 44 

消 防 85 82 87 89 4 

公営企業等 65 59 52 52 ▲ 13 

計 533 471 465 479 ▲ 54 

 

（３）類似団体との比較 

定員管理で他団体との比較によく用いられる指標として、総務省の「地方公共団体

定員管理調査」のデータに基づく「類似団体別職員数の状況」があります。 

類似団体別職員数とは、人口１万人当たりの職員数の類似団体各市の平均をもとに

普通会計部門（一般行政部門と特別行政部門をあわせた部門）の職員数を加重平均に

より算出し、指標としたものです。指標には、部門ごとに同じ類型の全団体の単純な

平均値（単純値）を求める方法と部門ごとに職員を配置している団体だけでの平均値
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（修正値）を用いる方法があります。表３の大部門以上定員管理診断表で類似団体別   

職員数を比較すると単純値では普通会計で３６人（８．５％）上回っており、修正値

では、３人（０．７％）上回っています。 

表３ 大部門以上定員管理診断表 

 

 

（４）県内同類型団体との比較 

人口規模と産業構造の２つの要素を基準とし、全国の自治体を類型別に分け、職員

数を比較する「類似団体別職員数の状況」の数値を基礎に、適正な職員数の目安とし

て用いる人口１万人当たりの職員数を比較します。本市の属するグループは、人口５

万人以上１０万人未満、産業構造Ⅱ次・Ⅲ次９０％以上、かつⅢ次６５％以上の団体

に分類されます。 

なお、一部事務組合等の共同処理や事業有無により差が生じるため、消防・病院・

水道・下水道の４部門の職員数を差し引いた「調整後」の職員数で県内の類似団体と

H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1

大 部 門 現 在 現 在 増 減 現 在 増 減  単純値  修正値
  住基人口 超 過 数 超 過 率   住基人口 超 過 数 超 過 率

職 員 数 職 員 数 職 員 数 10,000 10,000

A B B-A C C-B D E（B-D） E/B×100 F G（B-F） G/B×100

人 人 人 人 人 人 人 ％ 人 人 ％

議 会 5 5 4 ▲ 1 5 0.0 5 0.0

総 務 101 101 103 2 90 11 10.9 88 13 12.9

税 務 24 24 23 ▲ 1 25 ▲ 1 ▲ 4.2 25 ▲ 1 ▲ 4.2

民 生 106 106 110 4 94 12 11.3 103 3 2.8

衛 生 15 15 13 ▲ 2 34 ▲ 19 ▲ 126.7 25 ▲ 10 ▲ 66.7

労 働

農 林 水 産 9 8 ▲ 1 8 11 ▲ 3 ▲ 37.5 9 ▲ 1 ▲ 12.5

商 工 4 4 4 9 ▲ 5 ▲ 125.0 5 ▲ 1 ▲ 25.0

土 木 38 37 ▲ 1 37 37 0.0 38 ▲ 1 ▲ 2.7

一 般 行 政 計 302 300 ▲ 2 302 2 305 ▲ 5 ▲ 1.7 298 2 0.7

教 育 37 37 36 ▲ 1 56 ▲ 19 ▲ 51.4 47 ▲ 10 ▲ 27.0

消 防 90 89 ▲ 1 89 29 61 67.4 78 11 12.4

普 通 会 計 計 429 426 ▲ 3 427 1 390 36 8.5 423 3 0.7

病 院

水 道 11 9 ▲ 2 9

下 水 道 9 10 1 10

交 通

そ の 他 30 29 ▲ 1 33 4

公 営 企 業 等
会 計

50 48 ▲ 2 52 4

合 計 479 474 ▲ 5 479 5

職員数の増減 単純値及び修正値により算出した職員数との比較

単純値 による比較 修正値 による比較

× ×
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比較しています。本市は、これまでの定員適正化計画の目標値を着実に達成してきた

ことで、類似団体の平均（４０４人）よりも少ない職員数で行政運営を行っているこ

とが分かります。 

表４ 類似団体別職員数の状況（令和２年４月１日） 

   単位：人

                                     

人口１万人あたりの職員数は、６０．３人で、県内の同型の自治体９団体の中で、

志木市（４８．４人）、吉川市（５３．８人）、鶴ヶ島市（５４．８人）、桶川市 

（５９．２人）に次いで５番目に少ない職員数となっています。 

 

表５ 人口１万人当たり職員数の状況（令和２年４月１日）               

                                   単位：人 

市名 
人口(R2.1.1) 

E 
面積（㎢） 

総合計 
C/E*10,000 

調整後 
D/E*10,000 

飯能市 79,553 193.05  75.9  70.8  

志木市 76,474 9.05  50.7  48.4  

桶川市 75,359 25.35  60.4  59.2  

北本市 66,171 19.82  64.2  63.0  

蓮田市 61,570 27.28  77.8  60.3  

鶴ヶ島市 69,935 17.65  54.8  54.8  

日高市 55,696 47.48  65.5  60.5  

吉川市 73,050 31.66  56.7  53.8  

白岡市 52,404 24.92  71.0  67.6  

平均値     64.1  59.8  

 

総合計 調整後

市　名 Ｃ D

教育 消防 合計 病院 水道 下水道 その他 合計

a A b c d B

飯能市 472 64 1 537 5 19 16 27 67 604 563

志木市 304 45 0 349 0 9 9 21 39 388 370

桶川市 369 51 0 420 0 0 9 26 35 455 446

北本市 339 54 0 393 0 0 8 24 32 425 417

蓮田市 302 36 89 427 0 9 10 33 52 479 371

鶴ヶ島市 321 40 0 361 0 0 0 22 22 383 383

日高市 266 55 1 322 0 16 11 16 43 365 337

吉川市 331 40 0 371 0 11 10 22 43 414 393

白岡市 283 53 0 336 0 9 9 18 36 372 354

平均値 432 404

普通会計

一般行政
( A + B )

公営企業等

Ｃ-(a+b+c+d)
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（５）時間外勤務等の推移 

   時間外勤務の年間合計時間数は、行政需要の増加や業務量の増大等により、年々増

加傾向にあります。 

また、本市では、男女の人権が尊重され、様々な社会経済情勢の変化に対応できる

豊かで活力ある社会を実現することを目的とした「女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律」に基づき、平成２８年３月に「蓮田市特定事業主行動計画」を策定

して、各職員が１年間の時間外勤務時間数について、年間３６０時間を超える職員数

を０人とする数値目標を設定していますが、平成２８年度から令和元年度の期間では

未達成の状況となっています。今後、業務の効率化や適正な人員配置のほか、職員の

資質を高めることによる生産性の向上を図るとともに、職員の健康管理面からも時間

外勤務の縮減に向けた実効性のある対応が喫緊の課題です。 

表６ 時間外勤務の年間合計時間 

 

表７ 時間外勤務が年間３６０時間を超える職員数の推移
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（６）職員の平均年齢と女性職員の割合の推移 

    職員の平均年齢は、若年層の新規採用を継続して行っていることから、年々低くな

る傾向となっています。これは、若年層の職員が中・高年層に到達する前に退職する

ケースが多く、当該年齢層の補充として新規採用を行っていることが要因として考え

られます。 

また、新規採用時における職員の男女の割合は女性が男性を上回っており、本市の

女性職員の割合は年々増加する傾向にあることから、育児休業取得者が恒常的に存在

することも予想されます。このことから職員として仕事の責任を果たしながら、家庭

との両立ができる環境づくりを進めることにより、ワーク・ライフ・バランスの実現

に取り組んでいく必要があります。 

 

表８ 職員の平均年齢と女性職員の割合の推移 

 

 

表９ 育児休業の取得者数の推移 

                                   単位：人 

 

 

 

 

年　　度 H27 H28 H29 H30 R1

取得者数 20 17 22 22 24
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（７）財政状況から見た人件費及び人件費比率の推移 

令和元年度普通会計決算における人件費は 3,756,199 千円です。平成１７年度以降

一時的な増加はありますが、平成２８年度まで減少していました。平成２９年度以降

は増加傾向にあります。 

人件費には市職員の給与だけでなく市長等の特別職、市議会議員、審議会委員など

の報酬も含まれ、人件費の増減は、職員数の増減や人事院勧告による給与見直し等に

よるものです。 

また、令和元年度の歳出総額に占める人件費の比率は１９．４％であり、県内市平

均１６．９％と比較すると高い比率になっています。消防を市単独で行っている本市

では、消防職員が普通会計の職員数に含まれるため職員数が多くなり、人件費の比率

が大きくなる傾向にあります。 

     

      表１０ 人件費及び人件比率の推移（普通会計決算） 

                                   単位：千円 

年 度 H17 H18 H19 H20 H21 

歳 出 総 額 15,985,252 14,958,901 14,663,809 15,580,137 17,309,861 

人 件 費 4,018,753 3,987,495 3,937,938 3,867,966 3,771,401 

人件費比率（％） 25.1 26.7 26.9 24.8 21.8 

 
     

年 度 H22 H23 H24 H25 H26 

歳 出 総 額 16,707,711 16,789,934 16,096,140 17,015,523 17,914,831 

人 件 費 3,750,155 3,709,368 3,692,090 3,587,977 3,708,817 

人件費比率（％） 22.4 22.1 22.9 21.1 20.7 

 
     

年 度 H27 H28 H29 H30 R1 

歳 出 総 額 19,844,287 17,444,051 19,044,262 18,391,806 19,337,886 

人 件 費 3,651,453 3,614,712 3,733,198 3,747,805 3,756,199 

人件費比率（％） 18.4 20.7 19.6 20.4 19.4 
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３ 定員適正化の基本的な考え方 

本市の現状については、類似団体との比較・分析においては、平均値であるか、または

平均を下回る状況であり、概ね適正に管理されているものと考えます。 

総務省からの助言では、今後の定員管理について「定員管理計画は、定員管理をするた

めの中長期的な指針となるものである。定員管理計画は必ずしも減員が念頭に置かれてい

るものではなく、必要なところに必要な人員を置くとういう趣旨の計画である。」として

います。 

令和３年４月には蓮田駅西口行政センターがオープンし、行政窓口業務をはじめ、子育

て支援等の業務を行うための職員が必要となります。さらに感染症拡大防止に伴う行政組

織の事業継続強化は、緊急に解決すべき課題です。 

また、将来における人口減少が予測されている中、健全な財政運営を堅持するため、行

政の簡素化・合理化や事務の効率化、民間活力の活用、多様な雇用形態の活用に努めなけ

ればなりません。 

第４次定員適正化計画は、職員数の「削減」を目標にするものではなく、働き方改革の

推進に十分配慮し、長期的な組織運営に必要な人材を計画的に採用し、市民サービスの向

上を図るために効率的・効果的な人員配置や実行力のある職員体制を整備することを目的

とするものです。 
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４ 定員適正化の方策 

（１）事務事業の見直し 

限られた行政資源を有効かつ効率的に活用し、行政需要に対応した市民サービスの

実現を図るため、事務事業の見直しや事務処理の効率化に取り組みます。 

また、更なる業務の迅速化、効率化を図るため、ＩＣＴ（情報通信技術）等の活用

を推進し、必要最小限の人員で対応できる体制整備に努めます。 

（２）職員の人材育成と適正配置 

複雑高度化・多様化していく行政需要等に的確に対応するためには、職員一人ひと

りの意識改革を図ることで、組織全体の公務能率を向上させ、少数ながらも柔軟かつ

効果的に業務を実践できる職員の育成を図ります。 

また、職員の意識改革に向けた研修の充実等を図るとともに、人事評価システムの

推進を図り、能力や適性に合った職員配置を行っていきます。 

 

（３）外部への委託と指定管理者制度の活用 

行政が自ら実施すべき事務事業を明確化したうえで、引き続き、外部への委託や指

定管理者制度を活用すべき事業分野の調査・研究を進めるとともに、既に指定管理者

制度を導入している施設については、モニタリングなどにより施設運営の確認・検証

を行い、適正な管理運営を図ります。 

 

（４）多様な雇用形態の活用 

定年退職者を再任用する制度により、再任用職員が増加することから、その経験や

知識、技能を活かし即戦力とすることにより、同様の勤務形態である会計年度任用職

員の任用を控えることで調整を図るなど、これまでより多様で弾力的な雇用形態の活

用を推進します。 

一方で、一時的な欠員の補充や一時的な業務量の増加などについての対応は、引き
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続き任期付採用職員や会計年度任用職員の活用を行っていきます。 

また、専門的分野や特定の業務において、非常勤職員で対応することが望ましい業

務については、非常勤職員を活用します。 

 

（５）職員のメンタルヘルスへの配慮 

    複雑多様化する行政需要に対する課題への対応や、継続的な時間外業務などに起因

したストレスにより、職員が長期離脱することがない職場環境づくりを整備するため、

職員のメンタルヘルス対策の充実及びワーク・ライフ・バランスの推進を図ります。 

また、時間外勤務の削減を図るため、業務を効率的かつ効果的に進める必要があり

ます。 

 

５ 定員適正化の目標 

（１）計画期間 

    計画期間は、令和３年４月１日から令和７年４月１日までの５年間とします。 

    また、組織・機構の再編等にあわせ、適宜見直しを行うこととします。 

なお、定員適正化計画に定める目標値の対象となる職員は、総務省の定員管理に則

り、一般職に属する常勤職員とするため、短時間勤務の再任用職員、育児休業代替等

の任期付職員、専門的分野や特定の業務について常時勤務を要しない非常勤職員及び

会計年度任用職員は計画対象外とします。 

 

（２）年度別採用計画及び職種別採用方針 

計画期間中、表１１による目標数値を基準として、今後の退職者の見込み及び業務

量に配慮しながら職員の新規採用者数を決定することを基本とします。 

また、今後５年間は、表１２による各職種別の採用方針としますが、将来的な組織

体制維持のため、職員総数の範囲内で柔軟に対応するものとします。 



12 

 

表１１ 年度別採用計画 

※ 公務員の定年延長は、決定されていないため、今回の計画には定年延長の要素は含めていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：人

計画 実績

減　員 11 5 4 7 10
増　員 17 5 4 8 10
差　引 6 0 0 1 0

職員数 296 298 304 304 304 305 305

保育士 減　員 1 0 0 1 0

保健師 増　員 8 0 0 1 0

看護師 差　引 7 0 0 0 0

栄養士 職員数 90 91 98 98 98 98 98
減　員 3 2 0 3 1

増　員 6 2 0 3 1
差　引 3 0 0 0 0

職員数 92 89 92 92 92 92 92
減　員 0 0 0 1 0
増　員 0 0 0 0 0
差　引 0 0 0 ▲ 1 0

職員数 2 1 1 1 1 0 0
減　員 15 7 4 12 11

増　員 31 7 4 12 11

差　引 16 0 0 0 0

職員数 480 479 495 495 495 495 495

R7年
４月１日

（5年目）

R2年
４月１日

（計画前年）

R3年
4月１日

（1年目）

R4年
4月１日

（2年目）

事務
土木
建築

消防

技能労務

合計

R5年
４月１日

（3年目）

R6年
４月１日

（4年目）
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表１２ 各職種別の採用方針 

 
基準値 

R2.4 

（人） 

計画値 

R7.4 

（人） 

増 減 

 

（人） 

手法・考え方 

一般事務 

土木技師 

建築技師 

298  305   ７ 

 

行政サービスの向上と将来にわたる安定的な行 

政運営のため、適宜見直しを図り職員の採用を調

整します。 

 

保育士 

91   98    7 

 

今後の児童数の推移等を勘案し、適宜見直しを 

図り職員の採用を調整します。 

なお、育児休業による減員の場合、任期付採用 

職員等で対応します。 

 

保健師 

看護師 

栄養士 

 

資格職であり事務職等の他の職種での代替がで 

きないため、必要に応じて職員の採用・配置見直

しを行います。 

なお、育児休業による減員の場合、任期付採用 

職員等で対応します。 

 

消防  89  92   ３ 

 

市民の安心・安全につながる職種であり、現状 

の規模を保てるよう退職者分の職員を補充しま

す。 

 

技能労務   1 ０ ▲1 

 

原則として退職者の補充は行わず、外部委託等 

で対応します。 
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【参考資料】 

１ ラスパイレス指数の状況 

ラスパイレス指数は、国家公務員の給与額を１００とした場合の地方公務員の給与水

準を指標で示したものです。本市の令和２年４月１日現在におけるラスパイレス指数は、

９８．２で、さいたま市を除く県内の６２市町村平均９９．０、また、さいたま市を除

く県内３９市平均１００．０のいずれの指数よりも下回っています。 

また、本市は、さいたま市を除く県内３９市中３５番目となっています。 

 

資料１ 令和２年市別ラスパイレス指数（令和２年４月１日現在） 

順位 団体名 
ラスパイレス  

指数 
順位 団体名 

ラスパイレス

指数 

1 越谷市 102.9  21 秩父市 99.9  

2 入間市 102.4  22 本庄市 99.5  

3 川口市 102.1  22 和光市 99.5  

4 川越市 102.0  24 春日部市 99.4  

4 熊谷市 102.0  24 幸手市 99.4  

6 上尾市 101.6  26 志木市 99.3  

6 蕨市 101.6  26 日高市 99.3  

6 朝霞市 101.6  28 行田市 99.1  

9 所沢市 101.4  29 富士見市 99.0  

10 八潮市 101.2  30 東松山市 98.9  

11 狭山市 100.9  31 加須市 98.8  

11 戸田市 100.9  32 飯能市 98.5  

13 鴻巣市 100.8  32 三郷市 98.5  

14 新座市 100.7  32 鶴ヶ島市 98.5  

14 桶川市 100.7  35 蓮田市 98.2  

16 北本市 100.6  36 羽生市 98.1  

16 坂戸市 100.6  37 ふじみ野市 97.8  

18 深谷市 100.3  38 白岡市 97.7  

18 草加市 100.3  39 久喜市 97.3  

20 吉川市 100.1   市単純平均 100.0  

※政令指定都市のさいたま市は除く 
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２ 定員回帰指標との比較 

「定員回帰指標」とは、総務省の地方公共団体定員管理研究会で情報提供している「人

口と面積の２つの説明変数のみで職員数を試算する簡素でわかりやすい指標」であり、

地方公共団体が定員管理を推進するための参考指標の一つです。 

  また、一部事務組合等による共同処理を行っている場合、構成市区町村の職員数は機

能の一部を切り離した分だけ小さくなるため、一部事務組合等の職員数を反映した職員

数を対象とすることで、各団体の処理方法の選択に関わりなく、同一条件での全体比較

が可能となるものです。 

  本市では、令和２年４月１日現在の普通会計部門職員数４２７人に、蓮田白岡衛生組

合、埼葛斎場組合の職員のうち、１９人を含めた職員数４４６人が対象となり、「定員回

帰指標」との比較では、６人上回っています。 

  

資料２ 定員回帰指標との比較（令和２年４月１日現在） 

蓮田市 定員回帰指標 
定員回帰指標との比較 

超過数 超過率 

Ａ Ｂ Ｃ（Ａ－Ｂ） Ｃ／Ａ×100 

446 人 440 人 6 人 1.3 ％ 

 


